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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

官
公
庁
、
学
校
及
び
私
企

学
童
、
生
徒
、
教
師
及
び
従

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施
に

じ
た
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
資
質

貢
献
す
る
こ
と
。

（
六
〇
六
）
特
定
非
営
利
活
動

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
六
〇
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

に
供
し
ま
す
。

漁
業
権
の
番
号

定
第
四
号

平一

公

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

業
等
の
団
体
の
要
請
に
応
じ
て
カ

業
員
が
抱
え
る
心
の
悩
み
に
対
す

よ
り
学
ぶ
意
欲
及
び
働
く
意
欲
の

の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
企
業
等

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
究
所

山
田

通
夫

宇
部
市
文
京
台
二
丁
目
一
番

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県

免
許
年
月
日

漁
業
権
者
の
住

成
十
五
年
九
月

日

萩
市
三
見
三
三

三
見
浦
漁
業

組
合
長

中

告

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。 ウ
ン
セ
ラ
ー
の
派
遣
事
業
を
行
い

る
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
等

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
実
務
を

の
組
織
を
活
性
化
し
、
及
び
社
会

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
号

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
八
年
一

宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

所
及
び
名
称

漁
業
権
の
放
棄

年

月

日

三
三

実
行
組
合

村
嘉
男

平
成
十
七
年
十

三
十
一
日

お 、の通に お月覧 月

告

示

公

告



平成 年 月 日 火曜日

に
供

一二

山 口

（
六大

十
七

口
市当

働
部

（定期）県 報

二三
市し

第 号

同
四
日

覧
に

一

し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
三

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

〇
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
六
月
二
十
八
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月

商
政
課
並
び
に
山
口
市
経
済
部
商

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

金

代

表

者

の

氏

名

黒

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

長

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

金
子
み
す
ゞ
の
詩
心
の
啓
蒙
及
び

民
の
文
化
の
向
上
に
資
す
る
と
と

た
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
づ
く
り
に

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部

供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

山
口
県
知

在
地

五
二
九
の
一

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
三
六
一
）
に
係
る
大
規
模
小
売

十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五

工
振
興
課
及
び
山
口
市
小
郡
総

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

子
み
す
ゞ
顕
彰
会

瀬

治
郎

門
市
仙
崎
一
一
一
五
番
地
三

金
子
み
す
ゞ
に
関
す
る
資
料
の

も
に
、
地
域
の
恵
ま
れ
た
自
然

貢
献
す
る
こ
と
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

県
民
生
活
課
及
び
長
門
土
木
建

山
口
県
知

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

収
集
、
展
示
等
を
行
い
、
広
く

環
境
及
び
歴
史
的
背
景
を
活
か

る
書
類
は
、
平
成
十
八
年
一
月

築
事
務
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

二

井

関

成

山
口
県
土
木
建
築
部

柳
井
市
南
町
三
丁
目
九

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

及
び

に
掲
げ
る
場

者
又
は
公
聴
会
に
お
い
て

五

そ
の
他

公
聴
会
に
関
す
る
問
合

三
七
二
五
）
に
し
て
く
だ

関
係
図
書
は
、
次
の
場

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

日
）
ま
で
に
、
意
見
の
要

「
公
述
申
出
書
」
と
い
う

口
県
土
木
建
築
部
都
市
計

な
お
、
郵
送
の
場
合
は

す
。公

述
申
出
書
を
提
出
し

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑

二

開
催
の
場
所

柳
井
市
南
町
一
丁
目
一
〇

柳
井
市
役
所
四
〇
一
会

三

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を

変
更
す
る
柳
井
都
市
計
画

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
の
手
続

公
聴
会
に
出
席
し
て
意

（
六
〇
八
）
柳
井
都
市
計
画
道

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五

一

開
催
の
日
時

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

都
市
計
画
課

番
三
号

合
に
お
い
て
は
、
理
由
を
付
し
て

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者

せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

さ
い
。

所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及

。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（

画
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

た
者
の
う
ち
、
同
種
の
意
見
を
有

べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す

に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合

番
二
号

議
室

聴
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案

道
路
三
・
四
・
六
古
開
作
線

見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
平

路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会

年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一

公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

日

山
口

（
金
曜
日
）
午
後
二
時

そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し

に
通
知
し
ま
す
。

計
画
課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
（
以

郵
便
番
号
七
五
三

八
五
〇
一
）

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り

す
る
者
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
、

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

に
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制

成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
（
金

の
開
催

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
柳
井
都
市

す
。

県
知
事

二

井

関

成

二

た 下山ま公限 曜 計



平成

冨
松

年 月 日 火曜日

中

援
後
岡
長

薫
俵 会
山
杉

村

山 口 県

田
上

名 政友
純

水
清

隊
革

（定期）報

山
政

あ
っ

第 号

縦
覧

松
男
三

冨
松

会
援

後
男

三

敏
野
今

援
後
じ

ん
し

美
冨

男
寿

山
杉

会
援
後

永
光

明

岡
長

会
う
ろ

た
ん

け

山
杉

杉
会

援
後

文
実

村
浜

久
岳

代
称 の

体
団

治

林
史

博
山

好

の
者
計
会

名
氏

の
者

表

田
上

昌
幹

松
高

会
援

後
寿

基

鐵
下

夫
誠

井
酒

改
口

山

水
清

巨
基

水
清

会
援

後
巨

屋
古

忠
純

辺
渡

会

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

柳
井
土
木
建
築
事
務
所

柳
井
市
南
町
一
丁
目
一
〇
番
二

柳
井
市
建
設
部
都
市
計
画
課

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

に
供
し
ま
す
。
）

東
穂

秋
市

口
山

子
代

３
町
原

田
富

〃
亜
文

１
の 番

大
町

芳
秋

郡
祢

美
夫
正

号

万
嘉

字

島
大

市
萩

也
一

１
の

字
大
町

芳
秋

郡
祢

美
則
正

万
嘉

事
る

た
主

名
氏
任

責

２
の

口
山

利
勝

地
在

所
の

所
務

東
穂

秋
市

号
３
番

３
町

日
春

〃
郎
太

佐
須

字
大

市
萩

子
正

敷
吉

市
口
山

樹
利

６
の

委
員
会

第
百
五
十
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

号そ
の
関
係
書
類
を
五
の

の
関

〃 〃
〃

３
〃

〃

５
〃〃

〃

〃
〃

考
備

項
事
の
他
の
そ

〃

日
月
年
出

届
）

成
平

、

〃
〃

３
、

〃
〃〃

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

福

田

隆

司

係
図
書
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て

員
議

進
推
設
建
市
都
核
中

盟
連
治
政
業
薬
本
日

盟
連

道
柔
県
口
山

部
支
県

口
山

の
体

団
治

政

盟
連

師
復
整

部
支
東
阿
党
主
民
由
自

名

坂
会
援

後
地
徳
忠
純
辺
渡

穂
昌

本

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五

三

実
浦
三

会
援
後
実
浦
三

好
島
三

会
援
後
お
し
よ
島る
創

を
口
山
る
す
動
躍

雄

後
忠
純
辺
渡

介
克

澤
小

会

大
所

務
事

輔
英

永
松

会
援

生
字進

推
市
都
核
中

称
名

１
の

郷
小
市
口

山
所

務
事

員
議

事

芳
藤
喜

者
任
責

計
会

の番
２
町

幸
小
市
口

山
所

務

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

者
表

代

新
項

事
動

異
称

異原
荻

者
任
責
計
会

正
岡

長

地
徳

〃
寛

原

阿
郡
武
阿

達

坂
八

示
第
百
五
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

佐
須

字
大
市
萩

修
川
江

代
神

市
井

柳
代
和

島
三

駅
市
口
山

一
博

梨
椋

７
の

番
目
丁
２
り
通敷

吉
〃

俊
雅

井
白

号

６
の

三

上
佐

徳
字

大
中

雲

中
央
県
町
郡
小

盟
連
設
建

連
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３
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３
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岡
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